
国際漁業振興協⼒事業

＜対策のポイント＞
積極的な漁業協⼒を通じ、⼊漁先国における⽇本のプレゼンスを強化し、我が国の漁船の海外漁場における操業を確保します。
＜政策⽬標＞
海外漁場における我が国の漁船の漁業活動の維持
（海外漁場で操業する海外まき網漁業の漁船数（許可隻数）の維持） 28隻（令和元年度）→28隻（令和5年度）

【令和２年度予算概算決定額 623（620）百万円】

[お問い合わせ先]⽔産庁国際課（03-6744-2366）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域⽔産開発調査事業 51（58）百万円
太平洋島嶼国における開発ニーズの変化に対応するため、今まであまり利⽤され

ていなかった⽔産物のうち、⾼付加価値化の可能性がある⽔産物について、我が
国を含む海外市場でニーズ調査等を⾏います。
また、広域の技術協⼒や個別課題に対応した、基礎情報収集、個別課題の抽

出等を実施します。

２．⽔産物の持続的利⽤推進強化⽀援事業 22（22）百万円
我が国との⽔産外交上の重要国を対象に、⼩規模漁業者・⼥性にとって裨益

効果の⾼い⿂市場や漁港の拠点整備等、社会的に⽴場が弱い⼈々をターゲット
とした取組に対する技術的助⾔や、協⼒案件形成の提案を実施します。

３．海外漁業協⼒強化推進事業 549（540）百万円
我が国と⼊漁等の関係がある沿岸国の要請に応え、⽔産⾏政担当者に対する

資源管理や漁業技術の研修を通じた⼈材育成、⽔産業の開発・振興のための技
術普及及び⽔産関連施設の機能の回復に関する⽀援などを⾏います。
また、新たに⽔産関連施設における温室効果ガス対策を実施します。

＜事業の流れ＞
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海洋安全保障の観点も含
め、我が国のプレゼンスを強
化することが、政府として喫
緊の課題

【第８回太平洋・島サミット⾸脳宣⾔】
 従来同様のしっかりとした開発協⼒の実施を継続するとの⽇本のコミットメントを表明
【持続可能な開発⽬標（SDGs）】
 ⽬標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
 ⽬標 14. 持続可能な開発のために海洋・ 海洋資源を保全し、持続可能な形で利

⽤する

⽇本に優位性が⾼い環境関連分野の協⼒を新たに実施し、太平洋島嶼国におけ
る⽇本のプレゼンスを強化

太平洋島嶼国において、中
国・台湾のプレゼンスが、⼤
規模な援助と経済進出に
より急速に増⼤

これまでは⽔産ODA等が評価さ
れ、中国・台湾より⽐較的有利
な条件で⼊漁

⼊漁料の⾼騰、現地化の要求、
外国漁船による操業の禁⽌など
の動きから、中国・台湾との競争
が激化

⽔産分野


